
 

 

重要事項説明書 

 

 

１．田宮病院 介護医療院の概要 

 

（１） 法人の概要 

 

 法人の名称  社会医療法人 崇徳会 

 法人所在地  新潟県長岡市深沢町2300番地 

 法人種別  社会医療法人 

 代表者氏名   理事長 田宮 崇 

 電話番号   0258-46-3200 

 

（２） 田宮病院 介護医療院の概要 

 

 施設の名称  田宮病院 介護医療院 

  開設年月日   令和2年2月1日 

 施設所在地  新潟県長岡市深沢町2300番地 

 施設長名  管理者 丸山 直樹 

 電話番号   0258-46-3200 

ファクシミリ番号   0258-46-7300 

介護保険指定番号   指定介護医療院 事業者番号15Ｂ0200021 

第三者評価の実施状況 無し 

 

（３） 指定Ⅰ型介護医療院の目的と本施設の運営方針 

 指定Ⅰ型介護医療院（Ⅰ） 

  入所者数：看護職員＝６：１、入所者数：介護職員＝５：１ 

 

  指定Ⅰ型介護医療院の職員は、長期にわたり療養介護を必要とする要介護者に対し、その者が有

する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、

看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他の必要な医療を行います。 

 指定Ⅰ型介護医療院サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療福祉サー

ビスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサー

ビスの提供に努めます。 

  この目的に沿って、本施設では、以下のような運営の方針を定めておりますので、ご理解いただ

いた上でご利用ください。 

 

（４） 施設設備 

 

田宮病院の設備 

敷地 ４９，８８５㎡ 

  建物 構造 鉄筋コンクリート造３階建（耐火建築） 

  延べ床面積   １５，９９４㎡ 

  利用定員 ４７９名（精神４１９名、介護医療院６０名） 

 



 

 

指定Ⅰ型介護医療院施設の設備 

①  居室 

  本施設の入所者の定員は６０人です。 

                                       

居室の種類 室数 面積 １人当たりの面積 

静養室（定床外）    １室 ９．０９㎡  

    １人部屋    ６室 ９．０９～１１．７０㎡  

２人部屋 ９室 １４．８７～２５．７２㎡ ９．０７㎡ 

    ４人部屋    ９室 ２９．８２～４１．０８㎡  

 指定基準では、居室一人当たり８㎡となっています。 

 

 ② 主な設備 

 

設備の種類 数 面積 一人当たりの面積 

食 堂 １室 ６３．３２㎡   １．０５㎡ 

機能訓練室   １室 ５２．６５㎡  

一般浴室   １室 ５．８７㎡  

機械浴室 特殊浴槽 ２６．７９㎡  

 指定基準では、食堂面積は、一人当たり１㎡以上となっています。 

 

（５） 施設の職員体制 

 

・ 医師            （１名以上） 

医師は、利用者の状態に応じて適切に診療を行い、併せて指定Ⅰ型介護医療院に従事する職

員の管理、指導を行います。 

・ 看護職員１０名以上・介護職員１２名以上 

     入所者の心身の状況に応じた、看護・介護にあたります。 

・ 理学療法士         （１名以上） 

     入所者の心身の状況に応じた、理学療法を行います。 

・ 作業療法士         （１名以上） 

     入所者の心身の状況に応じた、作業療法を行います。 

・ 薬剤師           （１名） 

     投薬や服薬指導を行います。 

・ 管理栄養士         （１名以上） 

     食事の栄養管理を行います。 

・ 診療放射線技師       （１名以上） 

   医師の指示により入所者の放射線検査業務を行います。 

・ 介護支援専門員       （１名） 

      介護支援専門員は利用者の課題分析を行うとともに、把握された高齢者の心身の状況に基づ

き、適切な指定Ⅰ型介護医療院介護が提供されるよう、施設サービス計画を作成し、継続的

な管理を行います。 

・ 精神保健福祉士または社会福祉士（１名） 

     利用者またはその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行い

ます。 

・ 併設病院に医師が宿直をしておりますので入所者への緊急時対応が可能です。 

 

 



 

 

２．施設サービスの概要 

 

（１）介護保険による給付 

 

・ 施設サービス計画の立案 

・ 食事 

管理栄養士が作成する献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮した、バラエティーに

富んだ食事を適時適温にて提供します。 

      食事は原則として、食堂にておとりいただきます。 

・ 入浴 

     週２回の入浴、またはお身体の状態によっては清拭を行います。 

     寝たきり等で座位のとれない方は、特殊浴槽で対応いたします。 

・ 排泄の援助 

     個々の状態に応じ、適切な援助を行います。 

・ 医学的管理・看護 

・ 介護 （退所時の支援も行います。） 

・ 機能訓練 

     個々の状態に合わせ必要とされる方に、リハビリテーションやレクリエーションなどを提供

いたします。 

・ 相談援助サービス 

・ 行政手続き代行 

・ その他  

 

（２） 介護保険給付外サービス 

 

 介護保険給付外サービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に、利用料金をいただくもの

もあります。別紙「田宮病院 介護医療院 サービス費等利用料一覧」等を参照してください。 

 

３．利用料 

  

利用料は、要介護度、介護保険負担割合、利用者負担段階、居室等によって決まります。 

 なお、医師の診察、看護・介護、検査、投薬、注射、処置の一部は、基本的なサービスとして提

供いたします。別紙「田宮病院 介護医療院 サービス費等利用料一覧」等を参照してください。 

  

４． 身体拘束その他の行動制限 

 

 利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対して身体拘

束その他の方法による行動を制限しません。 

 やむを得ず、身体拘束その他の方法により利用者の行動を制限する場合には、利用者や家族等に

対し事前に、行動制限の理由、内容、見込まれる期間について十分説明し、その同意を得ることと

します。 

 

５． 施設利用にあたっての留意事項 

 

・ 指導、調査、日課表または医師の指示、指導に従ってください。 

・ 外出、外泊は、あらかじめ事前に外出・外泊届けを提出し、許可を得た上でお願いします。 

・ 設備・備品のご利用は、職員にご相談ください。 



 

 

・ 所持品・備品の持ち込みは、職員にご相談ください。 

・ 現金については、入院患者等の保管を原則とします。管理が困難な場合には、病院でお金を委

託管理する預り金の制度がありますので、職員にご相談ください。 

・ 他の医療機関に受診を希望される場合は、職員にご相談ください。 

・ 以下の行為を禁止いたします。 

 ① 施設内における政治活動、宗教活動、営利行為。 

 ② 施設内に危険物を持ち込むこと。 

 ③ 指定された居室の勝手な変更。 

 ④ 飲食物の勝手な持ち込み。 

 ⑤ 施設内での飲酒。 

 ⑥ ペットの持ち込みと飼育。 

⑦ その他、他の利用者の迷惑となる行為。 

 

＊ ご面会の際は、受付（夜間は夜間玄関）で面会票を記載し「面会者」の名札をかけてお入りく

ださい。面会票は、病棟内ステーションにご提出していただき、お帰りの際には職員へ一言お

声がけをお願いいたします。なお、「面会者」の札は正面受付（夜間は夜間玄関）へご返却くだ

さい。 

 

６． 利用の中止 

 

・ 利用者および身元引受人は、本施設に対し退所の意思を表明することにより、本施設の介護サ

ービスの利用を中止することができます。 

・ 利用者の病状に応じ、ご説明させていただいた上で、介護サービスを中止し、田宮病院の医療

保険病棟等への転棟をお願いする場合があります。 

・ 急性憎悪等の状態になった場合や、当院では治療できない場合などは、ご説明させていただい

た上で、介護サービスを中止し、転院等をお願いする場合があります。 

 

７． 非常災害時の対策 

 

・ 防災設備  

本施設には自動火災報知機、消火設備、消火器、防火扉、非常時避難出口・階段、耐火加工さ

れたカーテン・布団等、消防法に定められたものが設置されています。 

・ 災害時の対応  

本施設の別途定める「消防防災計画」にのっとり、対応を行います。 

・ 平常時の訓練  

「消防防災計画」にのっとり、年１回夜間及び昼間の災害発生を想定した避難訓練を職員は勿 

論利用者も参加して実施します。 

 

８． 要望および苦情等の相談 

 

 本施設には支援相談の専門員として、介護支援専門員が勤務しておりますので、お気軽にご相談

ください。 

 要望や苦情などは、当院の介護支援専門員や看護師長、もしくは看護部長等にお寄せいただけれ

ば、速やかに対応いたします。 

 また、本施設内には投書箱を設置、正面玄関と売店前にも設置してありますのでお気軽にご利用

ください。 

 



 

 

本施設以外にも、各市町村の介護保険課や新潟県国民健康保険団体連合会等に相談窓口が設置

されていますのでご相談ください。 

 

＊苦情の連絡先 

田宮病院 介護医療院  0258-46-3200（代表） 

保険者である各市町村の介護保険課 苦情相談窓口 

長岡市介護保険課認定係    ０２５８（３９）２２４５ 

    見附市健康福祉課介護保険係  ０２５８（６１）１３５０ 

    小千谷市保健福祉課介護保険係 ０２５７（８３）４０６０ 

    柏崎市介護高齢課介護認定係  ０２５７（２１）２２２８ 

    ※その他該当する各保険者（市町村）の相談窓口にご相談ください。 

新潟県国民健康保険団体連合会 介護サービス相談室 025-285-3022 月～金 9:00～17:00  

 

９． 賠償責任 

 

・ 本施設での介護サービスの提供に伴い、本施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を

被った場合、本施設は利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

・ 利用者の責に帰すべき事由によって、本施設が損害を被った場合、利用者および身元引受人は

連帯して、本施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

１０． その他 

 

 利用者の利便を図るため他の事業所に情報公開をする場合は、事前に説明し同意を得てから行い

ます。 

 

１１． 事故発生時の対応 

 

・ 当院は入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、当該入所者の

家族及び市町村等に連絡するとともに必要な措置を講じます。 

・ 前項の事故についてその状況及び事故に対する処置状況を記録します。 

・ 入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を行うものとします。但し、当院の故意・過失がない場合はこの限りではありません。 

 

１２． 協力病院等 

 

協力病院 

田宮病院   新潟県長岡市深沢町 2300     ０２５８-４６-３２００ 

長岡西病院 新潟県長岡市三ッ郷屋町 371-1   ０２５８-２７-８５００ 

 

  協力歯科医療機関 

   田宮病院  新潟県長岡市深沢町 2300     ０２５８-４６-３２００ 


